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篠山市
農業委員会だより

広報紙から抜き取っ
てお使いください

問い合わせ　農業委員会事務局☎552-6909

農業者年金の特徴

　自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け
取れる年金額が決まる「積立方式（確定拠出型）」年金。
加入者・受給者の数に左右されにくい!

　月額2万円から6万7千円までの間で千円単位の選択が
自由!経営状況や生涯設計に応じていつでも見直し可能!

　農業者老齢年金は、65歳から受給開始で生涯受け取れるだけでなく、
希望すれば60歳まで繰り上げ受給も選べます!
　仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった老齢
年金（現在価値相当額）額が死亡一時金として遺族に支給されます。
　また、支払った保険料全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税となります!
　ほかにも、基金が運用して得られる運用益および将来受け取る農業者年金(老齢年金および特例付
加年金)は公的年金等控除の対象となるため、65歳以上の方の公的年金などの合計額120万円まで
は非課税となります。

　認定農業者で青色申告をしている方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者で一定の
条件を満たした方は、保険料の国庫補助（月額最高1万円）!

６０歳未満の農家の皆さんへ

農 業 者 年 金 に 加 入しましょう

広報紙から抜き取っ
てお使いください

1.担い手への農地の利用集積・集積化の状況

現　状
（平成30年3月現在）

管内の農地面積 これまでの集積面積 集　積　率

4,400ha 780ha 17.72%

2.新規参入の状況

現　状
（平成30年3月現在）

26年度参入者（ha） 27年度参入者（ha） 28年度参入者（ha） 29年度参入者（ha）

7経営体（3.6） 1経営体（0.3） 3経営体（1.6） 7経営体（4.1）

市内農地等の現状をお知らせします

詳しくは、農業委員会事務局☎552-6909までご相談ください。

少子高齢化にも強い年金

保険料の額が自由に決められる

終身年金で80歳までの保証付き

一定条件を満たせば保険料の国庫補助

加入要件
60歳未満の国民年金第1号被保
険者で、年間60日以上農業に従
事している方なら誰でも対象！
農地を持たない配偶者や、後継
者などの家族従事者も加入でき
ます！
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　農地は大切な農業生産基盤です。農地の所有権移転・賃貸借権の設定・形状変更および農地以外に転用
などをされる場合は、事前に農地法による手続きが必要です。

　毎月5日（休日の場合は前開庁日）までに申請書類一式を農業
委員会事務局に提出していただきます。申請内容を事務局で確
認後、現地調査を経て、毎月22日ごろの定例本会議で審議が行
われます。定例本会議において許可されると、定例本会議後に
許可書を交付いたします。農地法第4条申請、第5条申請は知事
へ進達され、最短で翌月の月末に許可書交付となります。
※上記以外でも農地に関することは、お近くの農業委員、農
地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局（☎552-
6909）まで、ご相談ください。

　上記のように、各地域において農地利用最適化推進委員が日々活動を行っています。
　今回は各地域委員会の委員長を紹介させていただきました。委員長以外にも、農業委員、農地利用最適
化推進委員が総勢38人活動しています。詳細はホームページをご覧ください。

 農業用施設等届け出とは?
　自分名義の農地を農業用倉庫・農機具庫など
で利用する場合、届け出が必要です。
※農業用施設で面積が200㎡（2a）未満に限り届
け出で転用可能。

注意申請および届け出で農業振興地域整備計画
の「農用地区域」内（農業経営で農業を振興し農地
を保全する区域）で計画する場合は、事前に農都
政策課（☎552-6580）へご相談ください。
 非農地証明願の提出とは?
　登記地目を農地以外に変更する場合、提出が
必要です。ただし、該当筆の現況が農地以外に
なっている（20年以上）、農地への復元困難など
の条件があります。
 農地法第3条の3第1項による届け出とは?
　相続により所有権を取得した場合、届け出が必
要です。届け出を要する権利取得は、相続、法
人の合併・分割、時効などです。届け出は、権
利取得を知った日からおおむね10カ月以内にす
ることになっています。

 農地法第3条の許可申請手続きとは?
　農地を農地として売買・贈与・貸し借りを行
う場合、許可が必要です。　
※農地の貸借は農業経営基盤強化促進法の「利
用権設定」でも権利設定ができます。詳細は
市役所農都政策課（☎552-6580）へご相談く
ださい。

 農地法第4条の申請許可手続きとは?
　自分名義の農地を、農地以外にして自分が利
用する場合、許可が必要です。
 農地法第5条の申請許可手続きとは?
　他人名義の農地を買受・借受して農地以外に
利用する場合、許可が必要です。
 農地形状変更に係る届け出とは?
　農地を耕作しやすいようにしたい場合（湿田解
消のためのかさ上
げなど）、届け出
が必要です。

申請に関する農業委員会の流れについて

農地に関する各種手続き
～３条申請・４条申請・５条申請・形状変更・相続手続き～
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農地利用最適化推進委員の活動紹介

検索篠山市農業委員会
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